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町田玉川学園少年野球クラブ 

運営マニュアル 
 

１） 本マニュアルとは 

町田玉川学園少年野球クラブの会則に即して、球団運営に関する詳細な規程及びルールをまと

めたものです。本マニュアルの改廃は指導者会議の承認を得て改定・施行します。 

 

２） 入会時について 

1. 体験期間は最大１ヶ月とします。体験選手および保護者から延長を望まれる場合には、各チー

ム監督経由で球団代表（以後「代表」）へ相談の上、代表判断で延長できるものとします。 

2. 球団へ入会する際には、必ず「入会申込書」の提出が必要です。 

3. 入会する時に、2,000 円を入会金として支払います。 

4. 入会する時に、5,000 円を球団運営費として支払います。 

5. 入会後、毎月 3,000 円～5,000 円を会費として支払います。 

6. 入会時に、公式ユニフォーム、ユニフォームパンツ(ﾃﾞｻﾝﾄ JDB-1014P)、帽子、ヘルメット、グラ

ブ、バット、スパイクシューズ、アンダーシャツ、アンダーソックス、べルト等を、自費にて準備する

必要があります。 

ユニフォーム上衣、帽子、町玉リュック等については各チームの世話人へ購入依頼してください。 

その他の用具については、市販のスポーツ用品店にて準備お願いします。推奨店舗については各

チーム世話人に問い合わせ下さい。 

 

３） 退会時について 

１． 退会を希望される場合には、各チーム監督へご相談ください。 

２． 各チーム監督は代表へ相談ください。最終的に代表の承認が必要となります。 

３． 最終的に退会する場合には、退会届をご提出ください。 

 

４） 練習時について 

1. 練習の開始時間、終了時間、および公式戦、練習試合などのスケジュールについては、各チ

ームの世話人および各チーム監督へご確認ください。 

2. 万一、練習を欠席する場合には、各チーム監督および世話人に、必ず連絡をしてください。 

3. 練習時については、許可なく保護者およびその関係者のグラウンド立ち入りを禁止します。 



合宿について  

4. 小学２年以上は合宿参加対象です。 

5. 小学１年以下の参加は任意です。参加する場合には、必ず保護者の同伴が必要になります。

各チーム監督へご相談ください。 

6. 合宿参加費 33,000 円については、7 月の全体保護者会時に一括で支払います。 

7. 合宿についての費用およびキャンセル返金については、下記のとおりです。 

① 全日参加  33,000 円 

② 部分参加  11,000 円×宿泊数 

③ 日帰り参加 7,000 円×日数 

④ 参加のキャンセル 8/6 までの連絡⇒1 泊につき 11,000 円返金 

             出発までの連絡⇒1 泊につき 7,000 円返金               

             出発後の連絡⇒当日分返金なし、翌日以降１泊につき 7,000 円返金   

             連絡なし⇒返金なし 

8. なお、合宿についての費用は、場所、期間などにより変更になる場合があります。 

 

５） ユニフォームおよび練習着について 

1. 町田市少年野球連盟主催の春季・秋季大会公式戦においては、町田市野球連盟の基準に

従った正式なユニフォームを着用します。 

2. また、他連盟等における公式戦についても、町田市少年野球連盟の基準に従い正式なユニフ

ォームを着用します。 

3. 上記公式戦については、球団指定の上下ユニフォーム・帽子・ヘルメット、紺のアンダーシャツ、

一体型ソックス、黒のベルトを着用します。シューズの色は自由です。 

4. 練習時においては、下記の服装でも可とします。 

 T シャツについてはスポーツメーカーの T シャツとします。 

 アンダーシャツのみの着用は不可とします。 

5. ユニフォーム、帽子の発注については、選手の保護者→世話人→後援会→の流れで発注し

ます。なお、現金前払いになっておりますので、発注内容と代金を世話人へお渡しください。 

6. 代金については、送料込みでのプライスリストで確認します。時期に応じて価格が変動すること

があります。変動した際に、適宜プライスリストを改定します。 

 

６） 未就学児（小学生未満）について 

1. 未就学児の入会金は 2,000 円とします。また、別途スポーツ傷害保険の費用として 1,000 円

を支払います。 

2. 未就学児の部費は 1,000 円とします。 

3. 参加される場合には、就学児同様「入会申込書」の提出が必要です。 

4. 未就学児の服装は、ジャージなどの運動しやすい服装で構いません。 

5. 練習に参加する時には、必ず保護者の付き添いを条件とします。 

6. 練習時に同行する兄弟姉妹がいる場合には、練習の妨げにならないように、グラウンド周辺で

遊ばせないようにします。 

7. 各チーム監督の判断で、未就学児が公式戦や練習試合に参加する場合には、必ずユニフォ

ーム、帽子、その他所定の服装を着用しなければなりません。 

8. 遠征について、原則参加はできません。ただし、保護者の送迎、引率がある場合には見学は

可能です。 

9. 合宿について、原則参加はできません。ただし、各チーム監督の判断で参加を認める場合もあ

ります。参加する場合には、保護者の同伴が必要となります。 



７） 指導者会議について 

1. 会則で定められているとおり、本球団の最高意思決定機関です。 

2. 代表の招集のもと、原則毎月定例にて開催します。 

3. 全指導者および必要に応じて後援会役員が出席します。 

4. 球団として判断が求められることに対しては、会議に出席している指導者の賛同過半数を前提

に承認とします。 

5. やむを得ない理由および球団主旨に相反する理由などにより、指導者および選手の退会が必

要とされた場合、指導者会議にて審議の上、代表の判断として退会させることができます。 

6. 万一、判断に迷うような場合については、最終判断は代表の判断とします。 

 

８） 球団負担の野球用品・グランド用品について 

1. 各チーム監督が各チーム必要な野球用品、グラウンド用品などについて確認し、必要な場合

には毎月の指導者会議にて申請し、確認後購入することとします。 

2. 成瀬台小、成瀬中央小に設置してある球団倉庫内の用品については、指導者から用品担当

者を決め追加発注が必要なときに、指導者会議にて申請するようにします。 

3. 野球用品、グラウンド用品などの購入については、当該年度の予算枠内とするようにします。 

4. 購入については、申請を出している担当者が発注・購買をして、その領収書と引き換えに、球

団会計から支払うようにします。 

5. 購買する際には、ネットなどを最大限活用し、最安値での購買をするように努力します。 

 

９） 球団関連の規程、文章について 

1. 球団関連の規程、および文書については、極力個別に作成することは避け、既存文書の更

新・追加で対応します。 

2. 会則、運営マニュアルなどの球団文書を変更する場合には、指導者会議にて申請し、承認を

得る必要があります。 

 

１０） 球団ホームページとスケジュールについて 

1. 球団ホームページの管理者と、各チームにスケジュール更新担当者を定めます。 

2. 球団ホームページは、対外的に極めて重要な媒体となりますので、最大限、頻度よく更新する

ようにします。 

3. 各チームスケジュール更新担当者は、なるべく速やかに各チームのスケジュールを更新する

ようにします。 

4. 各グラウンド委員は、各学校の開放委員会の打合せ結果をもとに、なるべく速やかに確保され

たグラウンドを更新するようにします。 

5. 球団の日程表については、スケジュール共有アプリ「Time Tree」を活用し、球団ホームページ

のスケジュールを確認することとします。 

6. 練習、試合、合宿などの選手写真を、HP、球団フェイスブック、記念誌などの球団媒体に掲載

する場合があります。 



１１） 後援会について 

1. 球団理念・指導方針にもあるように、後援会は全保護者からなる組織で、各選手の健全育成

を指導者とともに目指します。 

2. 後援会を円滑に運営するために、下記の役割を設置します。 

会長（1 名） 

幹事（数名） 後援会全体の取りまとめ。 

会計幹事（数名） 球団予算の編成および決算。会計全般の取りまとめ。 

 

各チーム世話人（２名） 各チームの保護者対応全般。各チーム最低２名。 

  

中央小グランド委員（１名） 中央小開放委員。開放主任の役割は、後援会幹事が担当。 

  Ｄチーム以下から選出。中央小在籍の保護者が望ましい。 

台小グランド委員（１名） 台小開放委員。Ａ・Ｂチームから選出。 

                 開放主任を担当する年度は、もう 1 名選出し、２名で担当する。 

台中グランド委員（１名） 台中開放委員。 

地区対策委員（１名） Ｃチーム以下から 1 名。 

日程表担当（１名） 日程表取りまとめ全般。Ａチームから１名。 

HP・メール担当（１名） HP とメールの取りまとめ、更新全般。コーチより 1 名選出 

3. 必要に応じて、新たな役割を新設することを可能とします。 

4. 任期について、原則後援会幹事は２年、その他は１年とします。ただし、幹事については、本人

の希望により継続する場合にはそれを妨げません。 

5. 幹事の役割を経験した人は、各チーム世話人選出の対象から外します。ただし、本人が希望

する場合には世話人を担当することを妨げません。 

6. 選出が難航する場合は、幹事中心に全体で調整するものとします。 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

改定履歴 

２０１５年３月８日  初版 指導者会議にて制定。 

２０１７年１月１５日  ２版 後援会の項追記。軽微な修正。 

２０１８年２月１４日      ３版 監督等の表記の修正。ユニフォーム及び練習着の内容変更等。 

２０１９年２月２１日      ４版 合宿運営費を球団運営費へ改定。その他役割について修正。 

２０１９年５月１０日      ５版 入会時の準備について軽微な修正。 

２０２1 年 5 月       ６版 皆勤賞項目削除  


